
明
治
前
期
に
恥
け
る
地
方
行
政
区
画
の
変
遷

佐

木

治

清

々

明治前期における地方行政区画の変遷

て
は
じ
め
に

本
紀
要
の
テ
l
マ
は
「
政
治
区
画
の
歴
史
地
理
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
政
治
区
画
の
意
義
に
つ
い
て
、
人
々
が
政
治
活
動
の
舞
台

と
し
て
地
表
に
刻
印
さ
れ
た
土
地
の
区
画
の
一
種
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
外
見
的
な
意
義
で
あ
っ
て
、
政
治
区

画
を
内
包
的
に
考
え
て
み
る
と
、
内
容
が
政
治
的
な
も
の
の
区
画
を
指
す
の
で
あ
る
か
、
ま
た
内
容
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
区
画
そ
の
も

の
が
政
治
的
に
行
わ
れ
る
場
合
を
指
す
の
で
あ
る
か
、
そ
う
い
っ
た
点
に
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
両
様
の
意
味
を
ふ
ま
え
て

地
方
行
政
区
画
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
。
地
方
行
政
区
画
と
い
っ
て
も
、
府
県
の
よ
う
な
大
区
分
も
あ
れ
ば
、
町
村
の
よ
う
な
小
区

分
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
地
方
行
政
区
画
の
基
本
単
位
で
あ
る
町
村
段
階
に
つ
い
て
そ
の
変
遷
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
地
方
行
政
区

画
の
変
遷
過
程
を
み
る
と
、
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
か
ら
同
二
二
年
(
一
八
八
九
)
ま
で
は
行
政
区
画
の
改
変
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
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が
、
そ
の
後
は
安
定
し
て
根
本
的
変
化
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
一
八
九

O
年
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
を
明
治
前
期
、
以
後
を

明
治
後
期
と
す
る
。
政
治
面
か
ら
だ
け
で
な
く
、
教
育
文
化
や
経
済
交
通
の
上
か
ら
も
こ
の
年
を
基
準
と
す
る
の
に
は
妥
当
性
が
あ
る
と
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思
う
。以

上
述
べ
た
理
由
に
よ
っ
て
、
明
治
前
期
に
お
け
る
地
方
行
政
区
画
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
が
、
明
治
政
府
の
行
政
制

度
が
画
一
的
に
全
国
各
地
一
斉
に
浸
透
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
地
域
差
や
時
間
差
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
現
静
岡
県
域
を
中
心
と
し
て

検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

従
来
明
治
前
期
に
お
け
る
地
方
行
政
区
画
の
変
遷
を
考
え
る
場
合
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)

の
区
制
に
は
じ
ま
っ
て
、
や
が
て
大
区

小
区
制
と
な
り
、
明
治
十
一
年
(
一
八
七
八
)

に
郡
区
町
村
編
制
法
が
で
き
て
町
村
制
が
復
活
し
、
明
治
十
七
年
二
八
八
四
)

に
戸
長

役
場
所
轄
区
域
が
定
ま
っ
て
所
謂
組
合
町
村
が
出
現
し
、
さ
ら
に
明
治
二
二
年
(
一
八
八
九
)
市
制
・
町
村
制
の
実
施
と
い
う
よ
う
に
変

遷
過
程
を
追
究
す
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
れ
ら
の
推
移
は
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
廃
藩
置
県
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前

の
明
治
元
年
(
一
八
六
入
)

か
ら
三
か
年
間
の
情
勢
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
空
白
に
も
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
思
う
。
ま

た
地
方
行
政
制
度
の
改
変
に
伴
な
う
行
政
区
画
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
何
を
基
準
に
し
て
区
画
の
大
き
さ
が
決
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
基
準

が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
た
ど
っ
て
い
る
の
か
、

つ
ぎ
に
中
心
性
の
問
題
を
考
え
、
区
画
と
中
心
と
の
先
後
関
係
や
中
心
の
有
無
な
ど
を
攻

究
し
、
さ
ら
に
区
域
の
境
界
の
問
題
に
触
れ
て
み
た
い
。

ニ
、
府
県
藩
制
下
の
地
方
行
政
区
画

大
政
奉
還
に
は
じ
ま
る
明
治
新
政
府
の
政
治
は
、
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
制
定
の
政
体
重
聞
に
具
体
的
に
表
現
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ

く
地
方
行
政
の
動
向
に
つ
い
て
み
る
と
、
政
体
重
百
で
は
地
方
行
政
に
つ
い
て
府
県
藩
の
三
つ
を
規
定
し
、
新
政
府
の
任
命
す
る
府
県
知
事

と
、
旧
藩
時
代
の
藩
主
が
そ
れ
ぞ
れ
自
藩
に
委
任
さ
れ
て
地
方
行
政
の
任
に
当
っ
た
。
府
県
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
地
域
は
、
皇
室
御
料



地
や
幕
府
の
直
轄
地
な
ど
が
あ
て
ら
れ
、
府
と
呼
ば
れ
る
所
は
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
・
神
奈
川
・
度
会
・
長
時
・
甲
斐
・
箱
館
・
新
潟

-
奈
良
で
、
県
と
称
し
た
の
は
、
兵
庫
・
大
津
・
笠
松
・
高
山
・
久
美
浜
・
堺
・
日
田
・
倉
敷
・
伊
奈
・
佐
渡
・
三
河
・
韮
山
・
真
田
・

岩
鼻
と
い
っ
た
地
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
間
も
な
く
府
の
方
は
東
京
・
京
都
・
大
阪
だ
け
が
残
り
、
他
の
府
は
す
べ
て
県
と
改
称
さ
れ
た
。

ま
た
新
し
く
県
と
な
っ
た
奥
羽
十
県
を
は
じ
め
、
そ
の
他
多
数
の
県
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
う
い
っ
た
府
県
藩
内
の
地
方
行
政
区
画
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
県
の
具
体
例
と
し
て
韮
山
県
の
場
合
、
藩
の
代
表
と
し
て
静
岡
藩
の
場
合
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

付

韮
山
県
の
組
合
村

江
戸
時
代
伊
豆
半
島
の
大
部
分
は
幕
府
の
直
轄
地
(
俗
に
天
領
と
い
う
)

で
韮
山
に
陣
屋
を
構
え
た
江
川
氏
が
代
々
代
官
と
し
て
支
配

明治前期における地方行政区画の変遷

し
て
い
た
が
、
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
韮
山
県
が
置
か
れ
、
元
代
官
江
川
氏
が
県
知
事
と
な
っ
た
。
旧
幕
時
代
各
村
に
は
名
主
・
組
頭

・
百
姓
代
の
地
か
三
役
が
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
村
々
を
統
轄
す
る
形
で
伊
豆
東
海
岸
の
北
部
で
は
「
東
浦
組
」
が
あ
り
、
熱
海
・
上
下
多

賀
・
網
代
・
宇
佐
美
・
湯
川
・
松
原
・
和
田
・
岡
・
新
井
・
川
奈
・
富
戸
・
吉
田
な
ど
十
八
か
村
か
ら
成
り
、
こ
の
組
の
中
か
ら
世
話
方

名
主
が
選
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
明
治
時
代
に
入
り
韮
山
県
と
な
っ
て
こ
の
行
政
区
画
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
は
今
日
ま
で
明
ら
か
で
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
最
近
入
手
し
た
熱
海
市
史
資
料
編
T
)を
熟
読
し
て
い
る
う
ち
に
、
明
治
四

O
年
(
一
九

O
七
)
今
井
半
太

夫
の
熱
海
名
主
代
々
手
控
抜
書
の
中
に
「
伊
豆
国
管
轄
中
組
合
村
名
並
惣
代
名
前
帳
」
を
見
出
し
た
。
こ
れ
は
明
治
二
巳
年
ご
八
六

九
)
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
前
後
の
文
書
が
韮
山
御
役
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
韮
山
県
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
各
村
に
は
名
主
な
ど
村
役
三
役
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
村
単
位
の
行
政
は
旧
幕
時
代
の
継
続
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
二
四
一
か
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村
を
大
体
一

O
か
村
づ
つ
に
ま
と
め
て
組
合
村
と
し
、
二
十
三
組
合
村
に
分
け
て
韮
山
県
の
地
方
行
政
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た

旧
幕
時
代
の
「
東
浦
組
」
の
範
囲
が
政
治
初
期
の
韮
山
県
の
組
合
村
で
は
大
体
「
熱
海
組
」
と
「
宇
佐
美
組
」
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
こ
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と
か
ら
推
察
す
る
と
、
幕
府
直
轄
地
が
韮
山
県
に
移
行
す
る
に
及
ん
で
地
方
行
政
区
画
は
細
分
化
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ま
た
そ
の
後
、
韮
山
県
は
廃
さ
れ
て
足
柄
県
と
な
り
区
制
が
施
行
さ
れ
る
と
、
伊
豆
は
二
十
一
区
に
分
け
ら
れ
、
大
区
小
区
制
で
も

二
大
区
二
十
一
区
が
存
立
し
た
点
か
ら
み
る
と
、
韮
山
県
時
代
に
設
置
さ
れ
た
二
十
三
の
組
合
村
は
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
行
政
区
画

の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
組
合
村
の
中
心
性
を
求
め
る
た
め
に
行
政
区
画
図
を
作
成
し
、
そ
の
図

中
に
総
代
の
出
た
村
を
記
入
す
る
と
、
大
体
組
合
村
の
中
心
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
島
組
を
み
る
と
、
こ
の
組
合
村
は
山
中
新

回
・
笠
原
新
田
・
三
ツ
谷
新
田
・
塚
原
新
田
・
市
之
山
新
田
・
河
原
ヶ
谷
村
・
社
家
村
・
沢
地
村
・
一
町
田
村
・
三
島
宿
の
十
宿
村
か
ら

成
立
し
、
総
代
は
三
島
宿
の
名
主
と
年
寄
と
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
組
合
村
の
中
心
は
三
島
宿
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い

っ
た
単
心
性
の
も
の
の
ほ
か
に
多
心
性
の
場
合
も
多
く
み
ら
れ
る
。
二
十
四
か
村
と
い
う
多
く
の
村
タ
を
抱
き
区
域
も
広
い
稲
生
沢
組
で

は
下
田
町
・
岡
方
村
・
北
湯
ケ
野
村
・
箕
作
村
の
四
つ
の
中
心
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
組
合
村
の
境
界
に
つ
い
て
み
る
と
、
必
ず
し
ネ

郡
境
と
一
致
し
な
い
点
に
注
目
し
た
い
。
例
え
ば
松
崎
組
十
七
か
村
の
う
ち
九
か
村
が
那
賀
郡
に
属
し
、

八
か
村
が
賀
茂
郡
に
属
し
て
い

る。
静
岡
藩
の
領
地
支
配

徳
川
幕
府
が
崩
壊
し
た
後
、
徳
川
亀
之
助
は
七

O
万
石
の
藩
主
と
し
て
慶
応
四
年
(
一
八
六
八
)
府
中
に
来
り
府
中
藩
(
明
治
二
年
静

岡
藩
と
改
名
)
を
開
い
た
。
藩
成
立
後
の
領
地
支
配
を
み
る
と
、
第
一
表
(
2
u

の
よ
う
に
、
駿
河
国
を
二

O
の
地
区
に
区
画
し
、
そ
れ
ぞ

れ
に
は
地
方
役
・
添
役
・
下
役
並
と
い
う
役
人
を
派
遣
し
て
領
地
支
配
に
当
っ
た
。
こ
の
表
の
石
高
か
ら
み
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ

の
地
方
行
政
区
画
は
お
よ
そ
一
万
石
を
基
準
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
万
石
基
準
は
封
建
諸
侯
の
領
地
支
配
に
お
け
る
通

念
の
よ
う
で
、
例
え
ば
五
万
石
の
小
大
名
掛
川
藩
の
場
合
、
そ
の
領
地
は
遠
州
掛
川
を
中
心
に
駿
州
豆
州
に
飛
地
が
あ
り
、
そ
の
領
地
支
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明治元年 (1868)静岡藩の行政区画(駿河の場合)

地 域 区 分 石 高

石
御城最寄有渡郡支配 12，872.230 

安倍郡上十分ーより足久保辺支配 14，646.689 

安倍郡有渡郡下十分ーより葉科安倍川縁支配 16，337.072 

有渡郡清水湊最寄支配 11; 287. 366 

志太郡益津郡田中最寄支配 16，413.090 

志太郡田中最寄支配 16，493.485 

志太郡田中最寄山手支配 15，148.069 

志太郡島田宿最寄支配 7，250.745 

志太郡大井川最寄山手支配 9，552.358 

庵原郡小島最寄支配 14，397.377 

庵原郡蒲原宿最寄支配 7，323.852 

富士郡吉原宿最寄支配 11，744.356 

富士郡富士川上甲州境支配 14，302.430 

富士郡富士川最寄支配 10，823.883 

富士郡大宮辺最寄支配 10，132.046 

駿東郡富士郡原宿最寄支配 8，003.096 

駿東郡沼津最寄支配 13，275.368 

駿東郡沼津最寄支配 10，925.296 

駿東郡沼津最寄支配 10，867.640 

駿東郡沼津最寄支配 10，412.777 

第 1表

配
に
当
っ
て
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
遠
駿
に
跨
る
領

地
を
中
手
・
東
手
・
西
手
・
山
手
の
四
つ
の
地
域
に

区
画
し
、
各
区
画
に
は
平
均
五

O
か
村
が
含
ま
れ
、

そ
の
行
政
区
画
は
一
万
石
を
基
準
と
し
て
い
る
。
こ

う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
府
県
藩
制
下
の
静
岡

落
の
地
方
行
政
区
画
は
幕
落
体
制
下
の
基
準
を
踏
襲

し
た
も
の
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)

に
な
る
と
、

旧
城
下
或
は
有
力
代
官
所
を
中
心
に
奉
行
所
が
設
置

さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
地
方
行
政
区
画
を
解
消
し
、
新

し
い
奉
行
所
単
位
を
本
に
し
て
地
方
行
政
を
行
な
う

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
奉
行
所
の
設
置
さ
れ
た
場
所

は
駿
河
・
遠
江
・
三
河
の
全
領
域
に
お
よ
び
、
次
の

各
地
で
あ
っ
た
。

駿
河
:
:
:
府
中
・
沼
津
・
田
中
・
小
島

遠
江
:
:
:
浜
松
・
掛
川
・
横
須
賀
・
相
良
・
中
泉

三
河
:
:
:
赤
坂
・
横
須
賀
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各
奉
行
所
に
は
奉
行
・
添
奉
行
・
支
配
調
役
・
同
並
・
同
定
役
・
下
役
・
地
方
役
・
添
役
な
ど
を
置
い
た
。
こ
の
奉
行
所
は
駿
河
に
つ
い

て
み
る
と
四
つ
で
あ
る
か
ら
、
従
前
の
地
域
区
分
の
二

O
に
対
し
て
五
分
の
一
に
整
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
一
区
画
の
大

き
さ
は
拡
大
し
た
。
駿
河
の
西
端
、
大
井
川
流
域
で
い
え
ば
、

は
じ
め
は
田
中
城
並
び
に
島
田
宿
を
拠
点
と
し
て
五
つ
に
区
画
し
て
支
配

し
て
い
た
が
、
田
中
に
奉
行
所
が
設
置
さ
れ
る
と
、
従
来
の
行
政
区
画
を
整
理
統
合
し
て
郡
単
位
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
奉
行
所
が
中
心
と

な
っ
て
そ
の
所
轄
区
域
の
支
配
に
当
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
奉
行
所
を
中
心
と
し
た
地
方
支
配
は
、
同
じ
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)

の
う
ち
に
郡
政
役
所
が
設
置
さ
れ
る
に
お
よ
び
、

広
域
地
方
行
政
の
単
位
に
変
っ
て
い
っ
た
。
静
岡
藩
全
領
域
に

E
っ
て
設
置
さ
れ
た
郡
政
役
所
の
所
在
地
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

駿
河
:
:
:
沼
津
・
静
岡
・
島
田

遠
江
:
:
:
掛
川
・
中
泉
・
浜
松

三
河
・
・
・
・
・
・
赤
坂

区
画
が
さ
ら
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
大
体
二
つ
の
郡
を
合
わ
せ
た
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
行
政
中
心
地
の
移
動
も
み
ら

れ
る
。
例
え
ば
藤
枝
地
域
は
静
岡
落
成
立
以
来
、

田
中
城
が
地
方
支
配
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
郡
政
役
所
が
設
置
さ
れ
る
に
お
よ
び
、
島

固
に
そ
の
中
心
は
移
動
し
て
い
っ
た
。
そ
の
郡
政
役
所
に
は
役
人
と
し
て
権
少
参
事
・
郡
方
政
役
・
郡
方
・
同
並
な
ど
が
派
遣
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
後
、
郡
政
役
所
は
郡
方
役
所
と
改
称
さ
れ
、
廃
藩
置
県
ま
で
つ
寺
つ
い
た
。
島
田
の
場
合
、

か
つ
て
の
島
田
代
官
の
陣
屋
跡
に
郡

政
役
所
を
置
き
、
駿
州
の
志
太
・
益
津
、
遠
州
の
榛
原
・
城
東
及
び
佐
野
の
一
部
と
い
う
よ
う
に
駿
遠
両
国
の
五
郡
総
石
高
十
万
石
を
支

配
し
た
。

静
岡
藩
の
地
方
行
政
は
、
以
上
の
よ
う
な
行
政
制
度
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
転
の
中
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
い
ち



じ
る
し
い
特
質
は
、
旧
幕
落
体
制
下
の
地
方
行
政
に
改
訂
を
加
え
、
新
ら
し
い
地
方
行
政
確
立
の
た
め
の
組
織
と
体
系
を
確
立
す
ベ
く
、

い
ろ
い
ろ
な
模
索
と
試
行
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
廃
藩
置
県
後
の
行
政
区
画

ー
単
一
区
制
と
二
重
区
制
|

明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
藩
は
そ
の
ま
ま
県
と
な
り
、
一
ニ
府
と
三

O
二
県
が
成
立
し
た
が
、
同

年
の
う
ち
に
そ
れ
ら
は
整
理
統
合
さ
れ
、
全
国
は
三
府
七
二
県
一
使
(
使
は
北
海
道
開
拓
使
)
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
府
県
の
中
で
、
町

村
を
政
治
組
織
の
末
端
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
権
力
的
な
政
策
と
、
町
村
の
実
態
か
ら
の
、
即
ち
下
か
ら
の
対
抗
と
妥
協
の
動
き
の

明治前期における地方行政区画の変遷

中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
が
地
方
行
政
区
画
の
変
転
で
あ
る
。
そ
う
し
た
動
き
は
各
府
県
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ

の
途
中
に
お
い
て
県
の
分
合
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
地
方
行
政
区
画
を
一
そ
う
複
雑
化
す
る
の
で
あ
る
。
現
静
岡
県
域
に
つ
い
て
み

る
と
、
明
治
九
年
(
一
八
七
六
)
足
柄
県
廃
止
に
伴
い
伊
豆
が
本
県
に
、
ま
た
同
年
浜
松
県
も
本
県
へ
統
合
さ
れ
た
。

廃
藩
置
県
後
ま
も
な
く
実
施
さ
れ
た
地
方
行
政
区
画
に
区
制
と
大
区
小
区
制
と
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
前
者
は
単
一
区
制
、

後
者
は
二
重
区
制
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
静
岡
県
の
場
合
で
は
、
こ
の
両
者
の
移
行
中
間
過
程
と
し
て
戸
籍
組
合
と
い
う
区
画
が
介

在
し
て
い
る
の
で
、
筆
者
は
こ
の
行
政
区
画
の
変
遷
を
、
始
期
区
制
(
単
一
区
制
)

-
中
期
区
制
(
中
間
二
重
区
制
)

-
末
期
区
制
(
大

区
小
区
制
)

の
三
段
階
と
し
た
。

付

始
期
区
制
(
単
一
区
制
)
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地
方
行
政
区
画
を
新
た
に
設
定
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
に
定
め
ら
れ
た
戸
籍
法
で
あ
る
。
近
代
国
家
の
体

制
乞
盤
蒲
し
、
統
一
均
な
置
民
支
配
を
行
な
う
目
的
で
、
国
民
一
人
一
人
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
従
前
の
戸
籍
で
は
不
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完
全
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
武
士
・
町
人
・
百
姓
と
身
分
別
に
編
成
さ
れ
て
い
た
従
前
の
戸
籍
を
改
め
、
居
住
す
る
区
域
毎
に
す
べ
て
の
住

民
を
編
成
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
た
。
こ
の
戸
籍
事
務
遂
行
の
た
め
に
、
江
戸
時
代
以
来
の
小
さ
な
村
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
区
と

す
る
制
度
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
廃
藩
置
県
に
成
功
し
た
明
治
政
府
は
、
こ
こ
に
統
一
的
中
央
集
権
国
家
と
し
て
の
歩
み
を

は
じ
め
る
の
で
あ
る
が
、
戸
籍
編
成
の
実
務
は
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)

か
ら
行
な
わ
れ
た
。
明
治
五
年
は
壬
申
の
年
に
当
る
の
で
、
こ

の
戸
籍
を
壬
申
戸
籍
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

そ
乙
で
区
制
に
つ
い
て
み
る
と
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)

一
月
の
静
岡
県
の
布
達
に
よ
っ
て
、
静
岡
県
は
八
一
区
に
区
画
さ
れ
、
こ

の
布
達
に
添
付
さ
れ
た
区
表
が
あ
る
の
で
、
静
岡
を
み
る
と
第
四

O
区
l
第
五
七
区
と
な
り
、
旧
吉
原
市
は
二
一

l
一
一
一
一
区
、
旧
富
士
市

は
三
二

l
三
三
区
、
当
時
の
静
岡
県
の
西
域
即
ち
志
太
・
益
津
両
郡
は
第
五
九
区
か
ら
第
八
一
区
ま
で
の
こ
三
区
に
亘
っ
て
編
成
さ
れ
て

い
る
の
で
、
静
岡
県
で
は
東
か
ら
西
へ
区
番
号
付
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
区
に
は
正
副
戸
長
が
置
か
れ
、
同
年

に
は
名
主
・
年
寄
・
組
頭
の
称
は
廃
止
さ
れ
た
。
戸
籍
事
務
は
区
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
そ
の
仕
事
を
担
当
し
た
の
は
名
主
に
代
わ
っ
た

戸
長
で
あ
っ
た
。
最
も
注
目
を
要
す
る
の
は
、
本
来
一
つ
で
あ
る
べ
き
静
岡
宿
の
市
街
地
が
五
つ
に
分
割
し
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
戸
籍
事
務
上
は
便
宜
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
区
が
行
政
区
画
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、

は
な
は
だ
不
適
当
と
な
る
。

な
お
、
浜
松
岡
聞
で
は
六
九
区
に
分
け
ら
れ
、
足
柄
県
で
は
伊
豆
を
二
一
区
に
分
け
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
多
く
の
区
を
創
出
し
た
場

合
、
何
を
基
準
に
し
た
か
は
明
白
で
は
な
い
が
、
こ
の
区
制
の
起
因
が
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
公
布
の
戸
籍
法
ハ
3
U

の
中
に
「
各
地
方

土
地
ノ
便
宜
ニ
随
ヒ
予
メ
区
画
ヲ
定
メ
、
毎
区
戸
長
並
ニ
副
ヲ
置
キ
、
長
並
一
一
副
ヲ
シ
テ
其
区
内
戸
数
人
員
生
死
出
入
等
ヲ
詳
ニ
ス
ル
事

ヲ
掌
ラ
シ
ム
ベ
シ
」
と
あ
っ
て
土
地
の
便
宜
に
し
た
が
っ
て
区
画
を
設
定
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
戸
籍
調
査
を
円
滑
に
実
施
す
る
た

め
に
は
自
ら
対
象
と
な
る
戸
数
に
限
界
が
あ
り
、
お
よ
そ
一
千
戸
ぐ
ら
い
を
基
準
と
し
て
区
画
が
つ
く
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
れ



ば
こ
そ
人
口
の
密
集
し
た
一
つ
の
市
街
地
が
数
区
に
分
割
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。
中
期
区
制
(
区
戸
籍
組
合
制
)

明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
九
月
、
静
岡
県
下
八
一
区
を
廃
し
て
七
区
と
す
る
旨
県
か
ら
布
達
さ
れ
た
。
そ
の
区
画
を
み
る
と
、
第
一
区

駿
東
郡
(
七
組
合
に
分
つ
)
か
ら
第
七
区
益
津
郡
(
一
一
組
合
に
分
つ
)
ま
で
の
七
区
と
な
り
、
そ
の
区
画
は
江
戸
時
代
か
ら
つ
づ
い
て
い

る
郡
域
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
ま
た
区
番
号
付
は
県
の
東
か
ら
西
に
向
っ
て
順
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
有
渡
郡
は
第
四
区
と

な
り
、
そ
の
中
に
コ
戸
籍
一
の
組
合
」
以
下
七
組
合
、
第
五
区
の
安
倍
郡
は
四
組
合
に
細
分
さ
れ
、
こ
う
し
て
分
け
ら
れ
た
新
し
い
組
合

は
従
来
の
単
一
区
制
に
お
け
る
区
画
の
一
区
ま
た
は
数
区
か
ら
成
る
。
現
静
岡
市
域
を
例
に
と
り
、
こ
の
新
区
画
と
旧
区
画
と
を
対
比
す

明治前期における地方行政区画の変遷

る
と
第
二
表
ハ
4
〉
の
如
く
で
あ
る
。

こ
の
行
政
区
画
が
実
施
さ
れ
た
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
九
月
に
は
、
静
岡
県
で
は
ま
だ
大
区
小
区
の
行
政
区
画
は
存
在
し
て
い
な

ぃ
。
だ
が
、
こ
の
行
政
区
間
は
甚
だ
短
期
間
の
施
行
で
終
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
ず
か
一
か
月
も
経
た
ぬ
明
治
五
年
こ
八
七
二
)
十
月

の
県
の
布
達
に
よ
っ
て
、

コ
戸
籍
一
之
組
合
」
は
「
一
の
小
区
」
と
い
う
よ
う
に
改
称
さ
れ
、
こ
こ
に

「
第
一
区
」
は
「
第
一
大
区
」
、

大
区
小
区
制
が
誕
生
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
こ
の
行
政
区
画
は
始
期
区
制
の
よ
う
な
単
一
区
画
で
は
な
く
、
区
の
中
に
戸
籍

組
合
を
も
っ
二
重
区
間
で
あ
り
、
そ
の
点
は
大
区
小
区
制
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
単
一
区
制
の
区
と
同
じ
名
称
を
こ
の
中
期
区
制
で
は

用
い
て
い
る
が
、
そ
の
広
さ
は
末
期
区
制
の
大
区
に
相
等
す
る
。
そ
し
て
単
一
区
制
の
区
の
広
さ
は
大
体
に
お
い
て
中
期
区
制
の
戸
籍
区

に
相
当
し
、
そ
の
戸
籍
区
は
末
期
区
制
の
小
区
に
該
当
す
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
区
制
は
始
期
単
一
区
制
か
ら
末
期
大
区
小
区
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制
へ
と
移
行
過
程
中
に
発
生
し
た
中
間
区
制
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第
二
表
で
は
大
区
小
区
を
も
記
入
し
て
、
区
制
に
お
け
る
始

期
中
期
末
期
の
推
移
を
窺
う
こ
と
と
し
た
。
こ
の
表
か
ら
p

判
る
ー
よ
う
に
静
岡
宿
は
始
期
区
制
で
は
四
五

l
四
九
区
と
五
区
に
分
割
さ
れ
て
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現静岡市域の始期・中期・末期区制の対比第 2表

地在

一

所所扱

一

区
一
一
区
一

小
一
区
一
小
一

区
一
小
一

6
一

大

一

一

一

町
一
l

i
「

l
E

K
一
区
一
大
一

5

一
大
一

3
一

回
「
一
同
-

一戸但

数

一

9

一
戸
一

1

数

一
村町

一

・
合
一
合
一

区
一
粗
-

の
組
一
輝
一

Q
u
-
F
r
-

.籍「
l

F
D

一

明
戸
一
区
一

・
区

5
の

明
1

3小区

4小区

7，21011第十区iト岡呉服 I

6小区! 馬淵村1，112 

1，1251/ _ _  ーし日:区
I 11 _ ._11北安東村

1， 51211 I~ 1小区It安西井の宮
第5大区IJ Jl村

91211 1 3小区

4小区

小鹿村

古庄村
1，432 

1，156 

30村
18村l

38村

111町l

1，747 

宜
ニ
因
リ
テ
一
区
-
一
区
長
一
人
、
小
区
-
一
副
長
等
差
置
候
儀
ハ
不

い
た
が
、
中
期
区
制
に
な
っ
て
第
四
区
戸
籍
五
之
組
合
と
い
う
よ

う
に
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
こ
の
移
行
過
程
を
経
て
末
期
区
制
で
は

有
渡
郡
の
管
轄
と
な
り
、
第
四
大
区
第
五
小
区
「
静
岡
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
。

伺

末
期
区
制
(
大
区
小
区
制
)

明
治
五
年
(
一
八
七
二
)

の
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
の
急
テ

ン
ポ
の
区
制
変
化
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
戸
籍
法
が
制
定
さ
れ
て
区
を
設
置
し
た
が
、
こ
れ
は
当

初
は
戸
籍
調
査
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
地
方
行
政

を
意
図
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
地
方
官
は
、

行
政
上
の
便
宜
に
よ
っ
て
こ
れ
を
利
用
し
て
い
っ
た
た
め
、
旧
来

の
町
村
と
の
聞
に
摩
擦
を
生
ず
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
の

で
、
各
県
で
は
実
際
上
す
で
に
戸
籍
法
の
区
を
足
が
か
り
と
し
て

行
政
改
革
を
進
行
さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
で
政
府
も
こ
の
現
実
を
認

め
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
十
月
の
政
府
布
達
に
よ
り
三
区

総
括
ノ
者
無
之
事
務
差
支
ノ
次
第
モ
有
之
ヤ
ニ
付
、
各
地
方
ノ
便



苦
」
と
し
て
大
区
小
区
制
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

静
岡
県
で
は
こ
の
布
達
に
も
と
づ
い
て
、

一
郡
範
囲
の
地
域
を
大
区
と
し
、
そ
の
中
に
小
区
を
置
い
た
。
正
式
に
は
明
治
六
年
(
一
八

七
三
)
五
月
、
静
岡
県
内
入
一
区
を
改
正
し
て
七
大
区
と
な
し
、
各
区
正
副
大
区
長
を
置
き
、
さ
ら
に
大
区
を
細
分
し
て
四
五
小
区
と
な

し
、
正
副
戸
長
を
置
い
た
。
小
区
に
小
区
扱
所
が
設
置
さ
れ
た
の
は
明
治
七
年
(
一
八
七
回
)

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
区
に
も
大
区
扱

所
が
あ
っ
た
。
区
画
が
先
に
で
き
て
、
そ
の
中
心
が
後
で
発
生
し
て
い
る
点
に
注
目
の
必
要
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
大
区
小
区
の
役

所
は
「
扱
所
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
明
治
十
年
(
一
入
七
七
)
、
県
の
布
達
に
よ
っ
て
「
事
務
所
」
と
改
称
し
た
。

大
区
小
区
制
の
意
義
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
大
区
小
区
制
は
、
廃
藩
置
県
以
前
の
錯
雑
混
交
し
た
地
方
行
政
組
織
を
画
一
化
・
平
均

明治前期における地方行政区画の変遷

化
す
る
上
で
画
期
的
な
役
割
を
果
し
た
。
こ
れ
ま
で
支
配
系
統
を
異
に
し
た
諸
町
村
が
、
数
個
乃
至
十
数
個
を
合
し
て
小
区
を
構
成
し
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
十
数
個
の
小
区
が
大
区
を
構
成
し
、
秩
序
あ
る
行
政
組
織
に
統
一
、
編
成
替
さ
れ
た
こ
と
は
、
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制

の
確
立
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
と
く
に
地
租
改
正
と
徴
兵
制
と
の
実
施
に
当
っ
て
大
区
小
区
制
が
密
接
に
関
係
し
て
い

e

る
。
学
区
制
と
区
制
と
の
間
に
は
複
雑
な
か
ら
み
合
い
が
あ
っ
て
一
概
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
大
区
小
区
制
は
行
政
上
の
プ
ラ
ス
面
も
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
反
面
、

マ
イ
ナ
ス
面
も
含
ま
れ
て
い
る
。
大
区
小
区
制
が
実
施

さ
れ
る
に
伴
い
、
旧
来
の
町
村
は
公
的
な
行
政
区
画
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
天
降
り
的
に
つ
く
ら
れ
た
大
区
小
区
制
と
の
違
和
感
と
利
害
の

衡
突
は
避
け
難
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
も
政
府
は
、
町
村
の
公
的
地
位
は
否
定
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
の
行
政
上
に
お
い
て
は
、
伝

統
的
な
力
を
も
っ
町
村
を
無
視
し
て
は
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
租
税
の
徴
集
・
徴
兵
制
な
ど
は
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町
村
の
力
に
依
拠
し
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
政
府
も
明
治
十
一
年
こ
八
七
八
)

の
郡
区
町
村
編
成
法
に
お
い
て
、
大
区
小
区
制

を
廃
し
て
町
村
を
末
端
行
政
区
画
と
し
て
復
活
公
認
し
、
地
方
実
情
に
沿
う
形
で
地
方
行
政
を
遂
行
す
る
よ
う
に
方
針
を
変
更
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
か
っ
た
。

大
区
小
区
制
の
下
で
、
町
村
合
併
の
蔚
芽
が
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
遁
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
大
蔵
省

達
で
、

「
従
来
独
立
ノ
村
落
タ
リ
ト
モ
、
戸
口
不
多
、
反
別
稀
ノ
分
ハ
、
便
宜
合
併
不
致
侯
テ
ハ
、
毎
事
無
用
ノ
労
費
ヲ
村
ト
区
入
費
並

-
一
村
費
モ
相
高
人
足
ノ
不
便
ト
相
成
候
、
村
々
ハ
漸
次
合
併
ノ
見
込
相
立
云
々
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
府
県
に
通
達
し
て
か
ら
、
や
が
て
町

村
合
併
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
区
が
行
政
区
画
と
な
っ
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
一
転
機
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
否
定
で

E
E
E

、0

2
ξ
φ

ん
B
V

つ
ぎ
に
浜
松
県
に
お
け
る
大
区
小
区
制
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
県
の
場
合
、
最
初
に
実
施
さ
れ
た
単
一
区
制
の
中
に
す
で

に
大
区
小
区
制
の
芽
ば
え
が
あ
っ
た
の
で
、
静
岡
県
の
場
合
の
よ
う
に
中
聞
に
区
戸
籍
組
合
制
の
如
き
中
期
区
制
の
段
階
措
置
を
採
ら
ず

に
単
一
区
制
か
ら
直
接
大
区
小
区
制
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
そ
こ
で
浜
松
県
の
始
期
区
制
か
ら
論
述
し
て
大
区
小
区
制
に
及
ん
で
み
よ
う
。

明
治
四
年
ご
八
七
一
)
廃
藩
置
県
後
遠
江
国
は
静
岡
県
と
堀
江
県
の
地
域
に
編
入
さ
れ
た
が
、

つ
づ
い
て
そ
の
年
の
暮
こ
れ
ら
を
廃

し
、
浜
松
県
が
新
し
く
設
置
さ
れ
て
遠
江
国
一
円
を
管
轄
す
る
こ
と
と
な
り
、
県
庁
を
浜
松
に
置
き
、
全
県
を
六
九
の
区
に
分
け
て
、
浜

松
・
見
付
・
掛
川
の
三
か
所
に
集
会
所
と
称
す
る
出
張
役
所
を
設
け
、
六
九
の
区
を
三
分
し
て
配
属
し
、
こ
れ
を
治
め
た
。
こ
の
よ
う
に

浜
松
県
で
は
は
じ
め
か
ら
大
区
小
区
の
芽
ば
え
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
三
分
さ
れ
た
区
画
に
は
そ
れ
ぞ
れ
中
心
性
の
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
浜
松
県
で
は
六
九
の
区
制
を
廃
し
、
従
来
の
集
会
所
を
大
区
役
所
と
改
称
し
、
そ
の
治
め
る
地
域
を
大
区
と
名

づ
け
、
大
区
の
下
に
多
数
の
小
区
を
設
け
て
、
大
区
小
区
制
を
採
用
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浜
松
県
内
十
二
郡
(
戸
数
八
八
、
七
四
六
戸

-
人
口
四
一
回
、
九
二
八
人
・
高
三
七
二
、

五
四
六
石
三
四
九
)
九
宿
一
、

一
四
二
村
が
三
大
区
八
二
小
区
に
区
画
さ
れ
、
浜
松
宿
は
第

一
大
区
第
一
小
区
に
属
し
、
見
付
中
心
が
第
二
大
区
、
掛
川
中
心
が
第
三
大
区
と
い
う
よ
う
に
(
第
三
表
)
、
浜
松
県
の
場
合
、
大
区
番
号
付
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明治B年 (1813)静岡・浜松両県の大区

県 l大 区 所管区域 大区役所所在地

第 1大区 駿東郡 、沼津宿

第2大区 富士郡 吉原宿
静 第 3大区 庵原郡 興津宿

岡 第4大区 有渡郡 静岡(札ノ辻)

県
第5大区 安倍郡 静岡(安西)

第6大区 志太郡
}田中

第7大区 益津郡

敷知郡・長上郡

第 1大区 浜名郡・引佐郡 浜松宿
浜

重量玉郡

松
第2大区 見付宿

県 援田郡・周智郡

第 3大区 掛川宿
榛原郡

第 3表

(備考)1.静岡県第6大区(志太郡)と第 7大区(益津郡)とは一緒になって第

3第7大区役所を構成し益津郡田中に設置。 2.浜松県第 3大区は区域が広いため

っちに静岡県第10大区となった際，分所が金谷宿に設置されて榛原郡干の小区を

芝配することとなった。

は
西
か
ら
東
へ
と
進
み
、
静
岡
県
の
場
合
と
方
向
が
逆
に

な
っ
て
い
る
点
に
興
味
が
あ
る
。
し
か
し
浜
松
県
の
こ
う

い
っ
た
状
態
は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
大
区
小
区
制
が
継

続
中
の
明
治
九
年
(
一
八
七
六
)
浜
松
県
は
廃
止
と
な
っ

て
静
岡
県
に
合
併
さ
れ
た
。
同
年
で
は
あ
る
が
浜
松
県
よ

り
も
や
や
早
く
足
柄
県
も
廃
止
さ
れ
、
大
部
分
の
地
域
は

神
奈
川
県
に
、
伊
豆
は
静
岡
県
に
併
合
、
田
方
・
君
津
両

郡
は
静
岡
県
の
第
八
大
区
、
賀
茂
・
那
賀
両
郡
は
第
九
大
区

と
な
っ
た
の
で
、
遠
江
の
方
は
第
一

O
大
区

l
第
一
一
一
大

区
と
な
り
、
し
か
も
静
岡
県
の
大
区
番
号
付
に
従
っ
て
、

浜
松
県
第
三
大
区
が
静
岡
県
第
一

O
大
区
、
以
下
旧
第
二

大
区
が
新
第
一
一
大
区
、
そ
し
て
浜
松
宿
を
中
心
と
す
る

旧
第
一
大
区
が
新
第
一
二
大
区
と
い
う
よ
う
に
大
区
番
号

付
は
東
か
ら
西
へ
の
方
向
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
。

て〉

ぎ

に
小
区
の
番
号
付
に
つ
い
て
み
る
と
、
松
浜
市
史
資
料
編

六
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
遠
江
国
図
」

(
5
v

は
明
治
六
年

二
九
七
三
〕

に
設
け
ら
れ
た
浜
松
県
第
一
大
区
を
表
現
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し
た
も
の
で
、
大
区
小
区
制
の
地
図
と
し
て
は
極

め
て
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
大
区

浜松県第 1大区における小区の区番付け

は
一
二
二
の
小
区
に
細
分
さ
れ
、
そ
の
小
区
の
番
号

付
は
、
中
心
部
市
の
松
浜
よ
り
始
ま
っ
て
グ
ロ
ツ

大としグ
区千、ワ
は烏三イ
敷ふ型方ズ
知ちに原の

進台渦
長ん地巻
上で-型

、北を
浜川部示
名ロ山し

で地つ
51足 終 ・ つ
佐きる天浜

• 0 竜名
倉吉こ川湖
玉Eの沿を
の第 岸 一
五一へ周

郡
を
含
ん
で
い
る
が
、
小
区
の
番
号
付
は
必
ず
し

も
郡
境
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
各
小
区

の
大
き
さ
に
は
甚
し
い
ち
が
い
は
な
い
。

」
の
小

第 1図

区
番
号
付
の
進
行
方
向
を
略
図
で
示
す
と
第
一
図

の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
第
一
大
区
の
中
心
地
松
浜

宿
か
ら
小
区
番
号
付
が
渦
巻
型
に
な
っ
て
い
る
こ

現
代
の
郵
便
番
号
付
を
首
都
圏
に
つ
い
て
み
る
と
、
東
京
都
が
一

O
O番
代
、
南
に
下
っ
て
神
奈
川
県
さ
ら
に
東
に
向
っ
て
千
葉
県
が
と

と
は
近
代
的
手
法
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は

も
に
二

O
O番
代
、
北
に
廻
っ
て
茨
城
・
栃
木
・
埼
玉
・
群
馬
・
長
野
へ
と
西
に
向
っ
て
三

O
O番
代
が
進
み
、
南
下
し
て
山
梨
・
静
岡



が
四

O
O番
代
と
い
う
よ
う
に
明
瞭
な
渦
巻
型
が
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
手
法
が
近
代
的
な
も
の
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
異
っ
て
い
る
点

は
、
松
浜
中
心
の
第
一
大
区
で
は
ク
ロ
ッ
ク
ワ
イ
ズ
の
渦
巻
で
あ
る
が
、
首
都
圏
の
郵
便
番
号
付
は
ア
ン
チ
ク
ロ
ッ
ク
ワ
イ
ズ
に
な
っ
て

い
る
点
で
あ
る
。
松
浜
の
場
合
大
区
の
中
心
を
起
点
に
小
区
番
号
付
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
大
区
の
中
心
が
み
な
番
号
付
の

起
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
静
岡
県
第
六
大
区
(
志
太
郡
)

の
場
合
、
小
区
番
号
付
は
こ
の
地
域
の
東
端
に
あ

る
阿
部
宿
に
始
ま
り
西
に
向
い
さ
ら
に
大
井
川
を
遡
っ
て
進
ん
で
お
り
、
こ
の
大
区
の
中
心
は
区
画
外
の
益
津
郡
田
中
に
あ
っ
て
第
七
大

区
(
益
津
郡
)
と
共
同
の
大
区
役
所
と
な
っ
て
い
る
。

大
区
小
区
制
に
お
け
る
区
画
決
定
の
基
準
に
つ
い
て
み
る
と
、
静
岡
県
の
よ
う
に
大
郡
の
多
い
所
で
は
一
郡
が
一
大
区
に
な
る
が
、
浜

明治前期における地方行政区画の変遷

松
県
や
足
柄
県
の
よ
う
じ
比
較
的
小
郡
の
多
い
所
で
は
数
郡
を
合
わ
せ
て
一
大
区
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
区
で
は
郡
が
基
準

と
な
っ
て
簡
単
で
あ
る
が
、
問
題
は
小
区
の
基
準
で
あ
る
。
大
体
は
以
前
の
単
一
区
制
の
区
画
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
、
な
か
に

は
そ
の
数
区
を
合
わ
せ
て
一
小
区
と
し
た
所
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
小
区
に
は
何
ら
か
の
基
準
が
存
在
す
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
探
索
し
て
い
る
う
ち
、
次
の
よ
う
な
記
録
を
見
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
浜
松
県
記
録
(
6〉

の
職
制
中
に
「
各
小

区
中
、
凡
ソ
一
村
草
高
五
百
石
ヲ
目
安
ト
定
メ
戸
長
二
名
ヲ
置
キ
、
山
野
僻
遠
ニ
シ
テ
事
実
差
支
不
得
止
之
地
ハ
情
状
取
札
増
員
、
且
地

方
之
便
宜
ニ
ヨ
リ
人
民
輯
湊
之
市
街
及
ピ
士
族
居
住
之
地
等
ハ
戸
数
三
百
戸
毎
三
戸
長
一
名
ヲ
置
ク
」
と
あ
り
、
石
高
|
戸
数
l
戸
長
人

員
の
数
的
関
係
か
ら
小
区
の
規
模
が
概
算
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
小
区
の
区
画
は
農
村
部
で
は
石
高
、
市
街
地
で
は
戸
数
が
基
準
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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回
、
町
村
制
の
復
活
と
明
治
行
政
村
の
確
立

ー
戸
長
役
場
所
轄
区
域
と
町
村
制

l
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付

郡
区
町
村
編
制
法

西
南
の
役
が
終
結
し
明
治
政
権
が
安
定
し
た
明
治
十
一
年
(
一
八
七
八
)
大
久
保
利
通
が
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
上
申
し
た
「
地
方
三

体
制
等
改
正
之
議
」
の
中
に
、

「
地
方
の
区
画
の
如
き
は
如
何
な
る
も
、
固
有
の
慣
習
に
依
ら
ず
し
て
新
規
の
事
を
起
こ
す
と
き
は
、
其

形
美
な
る
も
、
其
実
益
な
し
、
む
し
ろ
多
少
完
全
な
ら
ざ
る
も
の
あ
る
も
、
固
有
の
慣
習
に
依
る
に
知
か
ず
」
と
、
地
方
固
有
の
慣
習
を

尊
重
し
、
そ
の
実
情
に
応
じ
た
地
方
行
政
制
度
の
創
設
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
基
本
構
想
と
な
っ
て
三
新
法
が
生
ま
れ

た
。
明
治
十
一
年
(
一
八
七
八
)

に
成
立
し
た
三
新
法
と
は
、
郡
区
町
村
編
成
法
・
府
県
会
規
則
・
地
方
税
規
則
の
三
つ
を
指
す
も
の

で
、
こ
の
う
ち
郡
区
町
村
編
制
法
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条

第
二
条

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

第
七
条

地
方
ヲ
商
シ
テ
府
県
ノ
下
、
郡
区
村
ト
ス

郡
町
村
ノ
区
域
名
称
ハ
ス
ベ
テ
旧
ニ
ヨ
ル

郡
ノ
区
爾
広
潤
ニ
ツ
キ
施
設
ニ
不
便
ナ
ル
モ
ノ
ハ
一
郡
ヲ
画
シ
テ
数
郡
ト
ス

三
府
五
港
其
他
ノ
人
民
謡
接
ノ
地
ハ
別
-
二
区
ト
ナ
シ
、
其
ノ
広
潤
ナ
ル
モ
ノ
ハ
区
分
シ
テ
数
一
民
ト
ス

毎
郡
ニ
郡
長
各
一
員
ヲ
置
キ
、
毎
区
ニ
区
長
各
一
員
ヲ
置
ク
、
郡
ノ
狭
小
ナ
ル
モ
ノ
ハ
数
郡
ニ
一
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

毎
町
村
三
戸
長
各
一
員
ヲ
置
F
、
又
数
町
村
-
二
員
ヲ
置
グ
コ
ト
ヲ
得

此
ノ
編
制
法
ヲ
施
行
シ
ガ
タ
キ
島
峡
ハ
其
ノ
制
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
得

こ
の
三
新
法
と
く
に
郡
区
町
村
編
制
法
の
実
施
に
よ
っ
て
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
以
来
七
年
間
続
い
た
区
制
に
終
止
符
が
打
た
れ
、

旧
来
の
町
村
が
復
活
し
た
。
筆
者
が
大
区
小
区
制
を
末
期
区
制
と
し
た
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
行
政
の
単
位
と

し
て
郡
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
郡
に
は
施
政
上
不
便
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
を
分
け
、
ま
た
小
さ
な
郡
の
場
合
は
そ
れ
を

統
合
も
し
、
大
区
長
に
代
わ
る
郡
長
を
置
き
、
郡
の
下
の
町
村
で
は
戸
長
を
置
く
の
が
原
則
だ
っ
た
が
、
数
町
村
が
一
緒
に
な
っ
て
一
戸
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明治12年 (1879)静岡県下の郡制

国 郡 郡役所所在地

田方郡・君沢郡 田方郡韮山町

富土郡 吉原駅

駿河 庵原郡 奥津駅

有渡郡・安倍郡 有渡郡静岡

志太郡・益津郡 志太郡藤校駅

榛原郡 静波町

佐野郡・城東郡 佐野郡掛川駅

遠江
周智郡 森

豊田郡・山名郡・磐田郡 磐田郡見付駅

敷知郡・長上郡・浜名郡 敷知郡浜松駅

重量玉郡・引佐郡 引佐郡気賀村

第4表

畏
を
置
い
て
も
よ
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

」
の
郡
区
町
村
編
制
法
に
も
と
づ
き
、
静
岡
県
は
明
治
十
二
年
(
一
八

七
九
)
、
ま
ず
郡
制
を
定
め
、
県
下
は
第
四
表
の
如
く
区
画
さ
れ
た
。

郡
三
郡
を
合
わ
せ
て
一
郡
役
所
を
設
置
し
た
所
は
多
く
み
ら
れ
、
こ
れ
ら

が
後
年
統
合
さ
れ
て
一
郡
に
な
っ
て
い
く
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ

の
県
に
は
分
割
さ
れ
た
郡
は
一
つ
も
な
い
。
町
村
段
階
で
は
静
岡
県
志
太

・
益
津
両
郡
(
7
・8
・9
・
8

に
例
を
と
る
と
、
大
区
小
区
制
が
撤
廃
さ
れ

て
、
志
太
郡
は
二
宿
四
町
一
三
七
村
、
益
津
郡
は
三
町
三
田
村
に
な
っ

た
。
こ
の
両
郡
に
お
け
る
宿
町
村
の
区
画
は
旧
幕
藩
時
代
の
村
で
あ
り
、

現
代
の
大
字
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ
が
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
る
村
で
あ

っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
志
太
郡
が
二
宿

四
町
一
三
七
村
と
い
う
、
そ
の
二
宿
は
岡
部
宿
と
島
田
宿
で
あ
っ
て
藤
枝

宿
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
藤
枝
宿
の
名
称
は
、
市

部
町
・
五
十
海
町
・
若
王
子
町
・
見
岩
寺
町
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
中
に
解

消
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
宿
成
立
の
経
緯
に
遡
る
の
で
あ
る
が
、
元
来

」
の
宿
は
鬼
岩
寺
村
・
益
津
上
村
・
若
王
子
村
・
長
楽
寺
村
・
郡
村
・
市

部
村
・
五
十
海
村
・
水
守
村
の
入
か
村
の
地
内
に
属
し
て
い
た
。
し
た
が
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っ
て
宿
駅
と
し
て
固
有
の
土
地
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
藤
枝
宿
は
解
体
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
旧
吉
原
市
域

(
現
富
士
市
)
ハ
ロ

-u
・
5
を
み
る
と
、
大
区
小
区
制
下
で
は
静
岡
県
第
二
大
区
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
つ
の
小
区
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、

明
治
十
二
年
(
一
八
七
九
)
施
行
の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
り
一
挙
に
一
宿
二
三
村
と
、
数
の
上
で
は
大
き
く
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
。
た
だ

し
、
旧
来
の
村
を
復
活
す
る
と
は
い
っ
て
も
、

一
村
と
し
て
は
余
り
に
も
規
模
が
小
さ
い
村
は
、

い
く
つ
か
が
隣
接
す
る
村
や
宿
と
連
合

し
て
組
合
と
呼
ば
れ
る
行
政
組
織
を
形
成
し
た
。
そ
し
て
明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)
行
政
制
度
の
改
革
で
戸
長
役
場
所
轄
区
域
が
定
ま

る
ま
で
の
聞
に
分
離
独
立
連
合
と
複
雑
な
動
き
を
示
し
た
村
も
み
ら
れ
る
。

郡
区
町
村
編
制
法
に
も
と
さ
つ
い
て
成
立
し
た
町
村
は
、
そ
の
規
模
の
適
性
の
検
討
も
な
く
、
江
戸
時
代
か
ら
の
町
村
を
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
復
活
さ
せ
た
の
で
、
戸
数
・
人
口
の
上
か
ら
み
て
も
ま
ち
ま
ち
の
大
き
さ
の
村
が
並
存
し
て
い
た
。
戸
数
人
口
の
多
少
は
行
政
能
率

と
財
政
能
力
と
に
直
接
関
係
す
る
。
そ
こ
で
行
政
区
画
を
適
度
の
大
き
さ
に
整
え
、
財
政
負
担
能
力
を
高
め
る
た
め
に
連
合
組
合
村
の
構

想
が
生
じ
て
く
る
。

∞ 
戸
長
役
場
所
轄
区
域
(
組
合
町
村
)

前
述
し
た
よ
う
に
、
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
っ
て
町
村
の
区
画
を
定
め
て
町
村
に
対
す
る
国
家
統
制
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
現
実
に
存
在
す
る
町
村
は
財
政
状
態
が
悪
く
、
独
立
し
て
地
方
行
政
を
推
進
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
止
む
を
得
ず

便
宜
的
に
村
々
が
連
合
し
て
行
政
を
す
す
め
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
も
は
や
新
三
法
体
制
も
そ
の
足
下
に
崩

壊
と
再
編
成
の
必
要
性
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)
静
岡
県
は
「
戸
長
役
場
位
置
及
所
轄
区
域
別
冊
之
通
相
定
侯
条
此
旨
布
達
候
事
」

g
と
い
う
布
達
を
県

下
の
町
村
に
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
戸
長
役
場
の
位
置
と
そ
の
所
轄
区
域
(
町
村
名
・
町
村
数
)

を
県
で
定
め
た
か
ら
、
そ
の
旨
を
布
達



す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
別
冊
を
み
る
と
、
旧
来
の
村
毎
に
あ
っ
た
戸
長
役
場
を
統
合
し
数
村
乃
至
十
数
村
に
一
か
所
と
い

っ
た
よ
う
に
中
心
的
な
所
を
戸
長
役
場
の
位
置
に
定
め
て
い
る
。

つ
ま
り
従
来
の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
る
行
政
区
画
を
改
め
、
町
村
を

広
く
ま
と
め
て
一
つ
の
行
政
単
位
に
か
え
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)

の
政
府
に
よ
る
地
方
行
政
制
度
の
改
革
は
、
以
上
の
内
容
を
も
っ
た
も
の
が
形
式
的
に
は
中
核
と
な
っ
て

押
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
改
革
の
内
在
的
理
由
と
し
て
、
新
三
法
下
の
村
々
の
財
政
状
態
の
貧
困
が
組
合
町
村
形
成
を
促
し

た
。
こ
う
し
て
所
謂
組
合
町
村
の
発
足
と
な
っ
た
。
明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)

の
地
方
行
政
制
度
の
改
革
が
、
形
の
上
で
は
組
合
町
村

を
成
立
さ
せ
る
方
向
に
進
ん
だ
が
、
そ
の
改
革
の
要
点
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
c
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(
イ
)
従
来
の
戸
長
民
選
を
宮
還
に
変
え
る
。

(
ロ
)
従
来
の
ほ
ぼ
五
か
町
村
を
合
し
た
五

O
O戸
を
規
準
と
す
る
区
域
を
一
戸
長
役
場
所
轄
区
域
と
し
、
従
来
の
村
単
位
の
戸
長
役
場
区
域
を
拡
大

し
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
り
、

(

a

)

町
村
財
政
の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、

(b)
戸
長
の
官
選
を
実
施
し

つ
ま
り
、
こ
の
改
革
は
、

そ
の
執
行
権
を
強
化
し
た
、

(

C

)

戸
長
役
場
所
轄
区
域
の
標
準
化
と
拡
大
化
を
図
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
狙
い
で
あ
っ
た
。
と

く
に
注
目
す
べ
き
は
区
画
範
囲
の
基
準
に
戸
数
が
用
い
ら
れ
、

し
か
も
大
体
五

O
O戸
を
以
て
基
準
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

組
合
町
村
と
い
っ
て
も
、
旧
村
が
す
べ
て
そ
の
ま
ま
の
姿
で
連
合
体
を
編
成
し
た
の
で
は
な
い
。

一
つ
の
生
活
共
同
体
と
し
て
一
村
を

形
成
し
、
あ
る
時
は
行
政
の
単
位
と
も
な
っ
て
い
た
村
が
、

一
片
の
布
達
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
離
し
別
々
の
区
域
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
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っ
た
も
の
も
処
々
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
戸
長
役
場
の
所
轄
区
域
の
拡
大
化
に
伴
っ
て
必
然
的
に
町
村
が
従
来
の
村
落
共

同
体
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
と
な
り
、
生
活
の
場
で
あ
る
村
落
共
同
体
H

自
然
村
と
、
行
政
の
単
位
で
あ
る
H

行
政
村
と
が
あ
ら
わ
れ
る
と
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い
う
方
向
を
示
す
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
義
が
あ
り
、

つ
ま
り
財
政
上
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
行
政
上
で
も
、
旧
来
の
村
落
共
同
体
か
ら
遊

離
す
る
と
い
う
こ
と
に
意
義
が
あ
り
、
こ
う
し
た
方
向
は
後
年
の
町
村
制
の
制
定
と
、
そ
の
前
提
と
し
て
行
な
わ
れ
た
大
規
模
な
町
村
合

併
に
よ
っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)

の
改
革
は
、
・
そ
れ
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
重
要
な
意

味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
戸
長
役
場
を
中
心
と
す
る
組
合
町
村
は
旧
村
落
共
同
体
次
元
か
ら
急
速
に
挟
を
分
か
ち
、
そ

れ
と
は
全
く
異
っ
た
行
政
村
へ
の
指
向
を
示
し
て
い
っ
た
。

連
合
戸
長
役
場
が
成
立
し
た
と
い
っ
て
も
、
一
二
新
法
後
の
町
村
の
名
称
も
組
織
も
そ
の
ま
ま
の
姿
を
以
っ
て
温
存
さ
れ
、
そ
れ
ら
各
町

村
の
戸
長
は
こ
れ
ま
で
通
り
活
動
を
続
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)
以
降
の
町
村
行
政
は
二
重
の
運
営
方
式
で

行
な
わ
れ
た
。
連
合
戸
長
役
場
が
設
置
さ
れ
て
二
重
行
政
に
な
っ
た
の
は
、
経
済
や
交
通
の
発
達
に
伴
い
経
済
圏
や
交
通
圏
が
拡
大
し
、

い
く
つ
か
の
町
村
が
ま
と
ま
っ
て
連
合
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
増
加
し
た
こ
と
に
も
対
応
し
て
い
た
。
例
え
ば
水
利
事

業
に
つ
い
て
各
村
が
費
用
の
共
同
負
担
を
す
る
な
ど
、
三
新
法
後
の
小
さ
な
村
の
区
域
を
越
え
た
新
し
い
連
合
組
織
結
成
の
要
請
が
町
村

の
動
き
の
中
か
ら
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
連
合
戸
長
役
場
成
立
の
背
景
に
は
、
明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)

の
改
革
に
よ
る

上
か
ら
の
県
の
指
導
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
た
と
ば
か
り
断
定
で
き
な
い
地
域
の
事
情
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
新
区
画
に
も
部
分
的
に
は
問
題
点
も
あ
っ
た
。
本
来
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
筈
の
都
市
部
が
行
政
区
画
と
し
て
分
断

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
行
政
上
か
ら
み
て
も
不
便
で
あ
ろ
う
。
静
岡
詰
)

は
第
五
表
で
み
る
よ
う
に
茶
町
・
追
手
町
・
本
通
な
ど
五
か
所
に

戸
長
役
場
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
平
均
二
五
か
町
、

一
五

O
O戸
を
所
轄
区
域
と
し
て
い
る
。

同

町
村
制

市
制
お
よ
び
町
村
制
は
明
治
二
一
年
(
一
八
八
八
)
公
布
、
そ
の
翌
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
静
岡
県
で
は
公
布
後
ま
も
な
く
準
備
に
と
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静岡市域の戸長役場所穂区域

戸長役場所在地 所轄区域町数 同戸数

茶町 1丁目 22町 1，874戸

追手町 27 974 

本通4丁目 21 1，292 

七間町 1丁目 38 1，720 

誉田町 11 990 

第 5表

り
か
か
り
、
各
郡
を
通
し
て
各
町
村
に
「
町
村
制
施
行
順
序
及
日
割
概
略
」
と
い
う
文
書
が
配
布
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
制
度
の
狙
い
は
有
力
な
町
村
、

つ
ま
り
、
独
立
自
治
に
耐
え
る
資
力

の
あ
る
町
村
の
造
成
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
町
村
制
施
行
の
最
大
の
関
心
は
、
ど
の
区
域
を
合
併

し
て
有
力
な
新
町
村
を
造
る
か
に
あ
っ
た
。
こ
の
制
令
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
町
村
の
合
併
を

前
提
と
し
て
町
村
制
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
町
村
の
大

き
さ
を
決
定
す
る
標
準
が
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
摘
記
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

a

従
来
町
村
区
域
広
く
人
口
多
く
相
当
の
資
力
が
あ
っ
て
独
立
自
治
の
目
的
を
達
し
得
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
は
分
合
し
な
い
。

b

従
来
の
戸
長
役
場
所
轄
区
域
で
あ
っ
て
地
形
・
民
情
な
ど
に
お
い
て
支
障
の
な
い
も
の
は
そ
の
区
画
の

ま
ま
合
併
す
る
。

C

狭
小
な
戸
長
役
場
所
轄
区
域
を
合
併
す
る
場
合
は
三

O
O戸
乃
至
五

O
O戸
を
以
て
標
準
と
な
し
、
な

お
従
来
の
習
慣
や
民
情
に
背
か
ぬ
よ
う
留
意
す
る
。

d

町
村
合
併
に
は
交
通
の
便
利
を
妨
げ
ぬ
よ
う
注
意
す
る
。

e

学
区
は
町
村
区
画
と
一
致
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
た
が
っ
て
町
村
合
併
の
際
、
通
学
の
便
否
に
は

特
に
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

f

適
当
な
町
村
区
域
を
つ
く
る
た
め
に
は
郡
の
境
界
に
関
係
す
る
こ
と
も
生
ず
る
が
、
郡
境
如
何
に
拘
ら

ず
適
当
な
町
村
区
域
を
定
め
る
が
よ
い
。

g

合
併
の
新
町
村
に
名
称
を
付
け
る
場
合
、
旧
町
村
の
名
称
は
大
字
と
し
て
残
し
、
大
町
村
に
小
町
村
を

合
併
す
る
と
き
は
大
町
村
の
名
称
を
以
て
新
町
村
の
名
称
と
な
し
、
ま
た
互
に
優
劣
の
な
い
数
町
村
を
合
併
す

る
と
き
は
各
町
村
の
旧
名
称
を
折
衷
す
る
な
ど
適
宜
処
置
す
る
。
町
村
の
大
小
に
拘
ら
ず
歴
史
上
著
名
の
名
称
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は
な
る
べ
く
保
存
す
る
。

h

町
村
資
力
が
独
立
自
治
を
為
す
に
堪
え
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
地
形
民
情
な
ど
の
点
か
ら
合
併
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
町

村
組
合
を
設
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
。

以
上
が
町
村
制
実
施
の
要
綱
で
あ
る
が
、

つ
、
ぎ
に
二
、
三
の
具
体
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
町
村
制
実
施
に
際
し
て
は
政
治
的
区
画
の
問

題
が
表
面
に
強
く
浮
び
あ
が
る
。
と
く
に
郡
境
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
適
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
静
岡

県
周
智
郡
に
属
し
て
い
た
萱
間
村
が
町
村
制
実
施
に
際
し
て
豊
田
郡
に
編
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
白
)

を
み
よ
う
。
最
初
周
智
郡
側
の

意
向
で
は
五
川
・
萱
聞
の
二
村
を
併
せ
て
一
村
と
し
、
豊
田
郡
米
倉
村
編
入
の
上
は
同
村
と
な
す
考
え
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
萱
間
村

は
豊
田
郡
川
会
村
と
土
地
相
互
に
点
在
錯
綜
し
、
そ
の
間
一
筋
の
里
道
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
以
っ
て
境
界
を
画
す
れ
ば
、
互
に
そ
の
地
盤

を
所
属
村
へ
分
割
編
入
し
、
村
界
を
た
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
萱
間
村
の
地
盤
を
豊
田
郡

に
加
え
る
に
比
べ
て
川
会
村
の
耕
地
に
し
て
周
智
郡
へ
入
る
も
の
数
町
歩
を
増
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
川
会
村
の
方
が
こ
れ
を
肯
ん
じ
な

か
っ
た
。
萱
間
村
の
方
は
こ
の
里
道
を
以
て
境
界
と
定
め
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
。
そ
こ
で
豊
田
郡
の
方
で
は
、

つ
い
に
萱
間
・
川
会

両
村
併
合
説
を
提
起
し
た
が
、
萱
間
村
全
部
を
豊
田
郡
に
編
入
す
る
こ
と
は
周
智
郡
側
が
肯
ん
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
萱
間
村
の
耕
地
の

幾
分
か
を
川
会
村
に
譲
り
、
耕
地
双
方
損
得
の
な
い
一
境
界
を
画
し
よ
う
と
し
、
両
村
関
係
者
が
一
緒
に
な
っ
て
実
地
調
査
ま
で
行
な
っ

た
が
適
当
な
境
界
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
周
智
郡
側
は
再
度
適
当
な
一
線
を
以
て
境
界
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
豊
田
郡
側
で
は

二
村
合
併
の
意
見
を
以
て
県
へ
上
申
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
県
の
強
制
に
よ
っ
て
豊
田
郡
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
豊
田
郡
米
倉

村
は
従
来
小
学
校
も
玉
川
と
共
同
し
親
近
で
あ
っ
た
か
ら
、
合
併
は
村
民
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
米
倉
村
は
豊
田
郡
に
あ
る
も
、
地

勢
は
第
二
図
に
み
る
よ
う
に
周
智
郡
に
傾
向
し
、
山
地
を
以
て
豊
田
郡
下
の
各
村
を
限
り
、

玉
川
村
白
〉

に
対
し
て
は
一
つ
の
自
然
的
地
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域
を
形
成
し
て
い
た
。
故
に
郡
は
異
つ

て
い
て
も
五
川
村
と
交
際
往
来
は
密
で

あ
っ
た
の
で
合
併
は
住
民
の
宿
望
を
達

し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
萱
間
・
米
倉
両
村
が
郡
所
属
を
交
換

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
智
豊
田
両
郡
の

境
界
線
が
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
町
村
組
合
の
実
例
を
み
よ

ぅ
。
吉
原
地
域
で
は
町
村
制
実
施
に
よ

っ
て
明
治
二
二
年
(
一
八
八
九
)
吉
原

町
・
島
田
村
・
今
泉
村
・
原
田
村
・
須

津
村
・
元
吉
原
村
・
伝
法
村
・
大
淵
村

吉
永
村
の
一
町
八
か
村
が
誕
生
し
た
が
、
こ
の
う
ち
吉
原
町
と
島
田
村
と
は
吉
原
町
島
田
村
組
合
と
い
う
町
村
組
合
を
組
織
し
、
役
場
事

務
は
共
同
で
処
弁
し
た
。
商
工
業
の
盛
ん
な
吉
原
町
と
、
純
農
村
の
島
田
村
と
で
は
住
民
の
感
情
が
異
っ
て
お
り
、
合
併
す
る
こ
と
は
因

難
で
あ
っ
た
ω

し
か
し
、
吉
原
・
島
田
双
方
と
も
に
一
町
或
は
一
村
だ
け
で
は
人
口
・
戸
数
も
少
な
く
、
面
積
も
狭
い
の
で
、
単
独
の
自
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治
体
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
便
法
と
し
て
強
制
的
に
町
村
組
合
の
結
成
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
戸
長
役
場
所
轄
区
域
を
本
と
し
て
町
村
制
に
よ
る
区
画
が
定
っ
た
例
と
し
て
藤
枝
市
域
を
み
よ
う
。
こ
の
地
域
で
は
明
治
一
一
一
二
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明治22年 (1889)富士郡の町村区画

新町村 !日町村合併数 戸数 人口 地価

吉原町 吉原外10村 752戸 4，289人 139，927円

大宮町 大宮外8村 548 1，574 261，598 

今泉村 今泉外2村 563 3，151 163，481 

鈴川村 今井外9村 502 2，857 94，008 

伝法村 伝法外9村 965 5，383 308，479 

村山村 天間外7村 1， 151 6，482 258，270 

潤井村 淀師外4村 733 3，446 158，309 

芝川尻村 羽鮒外5村 659 3，099 97，444 

柚 野村 下柏野外6村 691 3，590 103，227 

上野村 下条外3村 638 3，388 149，505 

上井出村 上井出外9村 608 3，223 84，337 

北山村 北山外 1村 584 2，836 105， 132 

須 津村 中里外5村 544 2， 954 136，896 

根方村 原因外9村 1，018 5，268 230，640 

田子浦村 柳島外7村 844 4，887 268，919 

加 島村 本市場外15村 911 5， 180 457，630 

岩松村 岩本外 1村 592 3，481 205， 127 

第 6:表

(備考)この表は郡長が予め分合を見込んで作成したところの郡長原案である。

これを町村に示し意見を聴いた上修正したので実施された新町村とは多少異って

いるが，戸数地価の目安をみるため重要な表であるから，原案を掲げておく。

年

こ

八

九

O
)
町
村
制
に
よ
る
町
村
が
定
っ
た
。

こ
の
場
合
、
明
治
十
七
年
(
一
八
八
四
)

の
戸
長
役

場
所
轄
区
域
は
そ
の
ま
ま
二
三
年
(
一
八
九

O)
の

町
村
区
域
に
移
行
す
る
傾
向
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
こ

に
は
多
少
の
変
化
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
戸
長

役
場
所
轄
区
域
の
組
合
村
の
矛
盾
が
合
理
的
に
修
正

さ
れ
て
い
く
中
で
、
新
町
村
の
区
画
が
決
定
を
み
た

の
で
あ
る
。
大
井
川
扇
状
地
の
よ
う
な
平
場
地
域
で

は
戸
数
五

O
O戸
、
地
価
総
計
二

O
万
円
が
自
治
区

を
決
め
る
標
準
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
基
準
は
富
士

川
扇
状
地
を
も
っ
富
士
郡
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る

(
第
六
表
)
。

明
治
政
府
は
町
村
制
の
施
行
に
先
立
っ
て
町
村
合

併
を
勧
奨
し
た
の
で
、
こ
の
制
度
実
施
前
の
明
治

一
年
(
一
八
八
八
)
末
、
全
国
に
七
万
一
千
余
(
明

治
七
年
二
月
、

入
二
、
七
七
八
)
も
あ
っ
た
町
村
が

実
施
盛
時
の
明
治
二
二
年
(
一
八
九
八
)
末
一
五
、



八
二

O
に
減
少
し
た
。
そ
の
後
緩
慢
な
が
ら
も
町
村
合
併
が
行
な
わ
れ
、
終
戦
直
後
の
昭
和
二

O
年
(
一
九
四
五
)

に
は
一

O
、
一
ニ
六
九

と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
確
立
し
た
明
治
行
政
村
に
つ
い
て
は
区
画
と
中
心
と
の
関
係
(
行
政
区
画
外
に
中
心
が
発
生
す
る
場
合
も
あ
る
)
、

区
画
の
形
態
(
五
角
形
論
〉
な
ど
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
省
略
す
る
。

玉
、
お
わ
り
に

行
政
区
画
の
変
遷
と
は
内
容
的
に
み
れ
ば
行
政
行
伎
の
区
域
が
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
か
ら
明
治
前
期
に
お
け
る
地
方
行

明治前期における地方行政区画の変遷

政
区
画
の
変
遷
を
内
容
面
か
ら
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

大
区
小
区
を
頂
点
と
す
る
区
制
は
江
戸
時
代
か
ら
の
旧
村
と
の
絶
縁
を
意
図
し
た
天
不
り
の
地
方
行
政
区
画
で
あ
っ
た
。
住
民
の
意
向

と
は
全
く
無
関
係
な
行
政
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
体
制
で
あ
っ
た
が
、
地
方
行
政
制
度
と
し
て
の
近
代
的
合
理
性
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
内

容
が
含
ま
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
幕
府
直
轄
地
・
旗
本
采
地
・
寺
社
領
・
藩
領
な
ど
支
配
関
係
が
複
雑
に
錯
綜
し
た
形
の
村
、
自
然
の
地

理
的
景
観
と
も
無
縁
の
村
を
整
理
し
て
い
っ
た
大
区
小
区
制
は
封
建
的
農
村
と
校
別
と
い
う
意
味
で
は
近
代
的
な
前
向
き
の
姿
勢
を
維
持

し
て
い
た
改
革
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
よ
い
。

と
こ
ろ
が
、
村
々
の
旧
慣
と
の
衡
突
な
ど
か
ら
三
新
法
、
と
く
に
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
り
再
び
旧
村
の
復
活
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

復
活
と
い
っ
て
も
江
戸
時
代
の
村
へ
そ
の
ま
ま
復
帰
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
規
模
の
小
さ
な
点
や
財
政
力
の
弱
さ
の
点
か
ら
、
こ
れ
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ら
の
村
々
は
絶
え
ず
合
併
す
る
よ
う
郡
役
所
か
ら
指
導
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
上
、
財
政
的
に
は
重
い
負
担
に
あ
え
い
で
い
た
。

そ
う
し
た
中
で
生
れ
た
の
が
明
治
十
七
年
ご
八
八
四
)

の
戸
長
役
場
所
轄
区
域
で
あ
り
、
連
合
組
合
村
の
制
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
地
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方
行
政
制
度
と
し
て
体
系
化
さ
れ
、
整
備
さ
れ
て
実
施
さ
れ
た
の
が
明
治
二
二
年
ご
八
八
九
)

の
町
村
制
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
至
っ
て

明
治
行
政
村
は
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
後
期
以
降
資
本
主
義
が
地
方
へ
浸
透
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
町
村
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
現
象

で
あ
っ
て
、
町
村
合
併
と
い
う
問
題
は
明
治
四

O
年

ご

九

O
七
)

に
も
起
っ
た
が
立
ち
消
え
と
な
り
(
阜
、
大
正
昭
和
期
へ
と
問
題
を

残
し
た
。
資
本
主
義
工
業
が
地
方
へ
進
出
じ
、
農
村
が
そ
の
中
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
く
芽
生
え
が
、
す
で
に
明
治
後
期
に
現
わ
れ
は
じ
め

て
い
る
こ
と
は
、
将
来
の
町
村
合
併
問
題
を
予
想
さ
せ
う
る
の
で
あ
る
が
、
兎
も
角
、
明
治
前
期
を
締
め
く
く
っ
て
出
現
し
た
町
村
制

は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
苧
み
つ
つ
も
安
定
し
た
姿
で
明
治
後
期
・
大
正
期
・
昭
和
前
期
と
約
七

O
年
の
長
い
間
続
き
、
戦
後
昭
和
二
八

年
(
一
九
五
三
)

の
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
っ
て
行
政
区
画
が
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
二
八
年
に
九
、

八
六
八
あ

っ
た
町
村
は
同
法
の
失
効
し
た
昭
和
三
一
年
(
一
九
五
六
)

に
は
三
、
九
七
五
と
ま
で
減
少
し
た
。

明
治
前
期
に
お
け
る
地
方
行
政
制
度
は
以
上
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
が
、
地
表
に
刻
印
さ
れ
た
行
政
区
画
の
広
さ
は
明
治
十
七
年

(
一
入
八
四
)
以
降
は
あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
な
い
。
と
い
う
の
は
各
行
政
区
画
決
定
の
基
準
が
、
戸
長
役
場
で
は
五
か
町
村
を
合
し
て

五
O
O戸
で
あ
り
、
町
村
制
で
は
三

O
O戸
乃
至
五

O
O戸
と
い
う
よ
う
に
、

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
前
表
で
は
資
料
の
関

係
か
ら
大
区
小
区
制
の
区
画
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
が
志
太
郡
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
と
、
小
区
の
区
画
と
戸
長
役
場
所
轄
区

域
や
町
村
制
に
よ
る
区
画
と
の
聞
に
も
一
致
点
が
認
め
ら
れ
た
。
小
区
の
基
準
が
戸
数
三
百
戸
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

一
致
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
そ
の
小
区
は
大
体
に
お
い
て
単
一
区
制
の
区
画
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
明
治
前
期
を
通
じ
て
行
政
制
度
は
幾

遷
転
し
た
が
、
そ
の
行
政
区
画
の
規
模
に
は
永
続
性
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
白
〉
O



i主

熱
海
市
史
資
料
編
(
昭
和
四
七
年
)
所
収

明治前期における地方行政区画の変遷

(
1
)
今
井
半
太
夫
熱
海
名
主
代
々
手
械
抜
書
明
治
四

O
年
熱
海
市
立
図
書
館
所
蔵
文
書

(
2
)

明
治
元
辰
年
徳
川
家
御
家
来
駿
府
着
御
名
目
(
清
水
市
望
月
文
書
)
に
拠
っ
て
作
成

(
3
)

戸
籍
法
明
治
四
年
太
政
官
布
告

(
4
)

静
岡
市
史
近
代
昭
和
四
四
年
静
岡
市

(
5
)

遠
江
国
図
浜
松
市
史
料
編
六
昭
和
三
八
年
浜
松
市
役
所

(
6
)

浜
松
県
記
録
浜
松
市
史
史
料
編
六
昭
和
三
八
年
浜
松
市
役
所

(
7
)

静
岡
県
志
太
郡
誌
上
・
下
大
正
五
年
志
太
郡
役
所

(
8
)

岡
部
町
史
昭
和
四
五
年
志
太
郡
岡
部
町

(
9
)

藤
枝
市
史
下
巻
昭
和
四
一
年
藤
枝
市

(
叩
)
島
田
市
史
下
巻
昭
和
田
八
年
島
田
市
役
所

(
日
)
静
岡
県
富
士
郡
誌
大
正
三
年
富
士
郡
役
所

(
ロ
)
吉
原
市
史
中
巻
昭
和
四
三
年
富
士
市

(
臼
)
富
士
市
史
下
巻
昭
和
四
一
年
富
士
市

(
U
)

戸
長
役
場
位
置
・
所
轄
町
村
区
域
静
岡
県
令
布
達
甲
第
七
二
号
明
治
十
七
年

(
日
)
前
掲

(
4
)

(
国
)
静
岡
県
周
智
郡
誌
大
正
六
年
周
智
郡
教
育
会

(
げ
)
五
川
村
は
明
治
八
年
(
一
八
七
五
)
宮
代
・
谷
崎
・
赤
根
・
片
瀬
・
大
久
保
・
出
目
の
旧
村
を
併
せ
た
も
の
。

(
四
)
明
治
四

O
年
(
一
九

O
七
)
の
町
村
合
併
の
動
き
は
郡
制
の
廃
止
と
か
ら
ん
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
露
戦
役
後
の
国
家
発
展
に
伴
い
産

業
交
通
の
発
達
に
よ
り
町
村
合
併
は
避
け
ら
れ
な
い
社
会
情
勢
で
あ
っ
た
。
結
局
、
資
力
を
充
実
す
る
た
め
に
自
治
体
の
根
底
を
強
固
に
す
る
と

い
う
目
的
か
ら
町
村
合
併
を
行
な
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
静
岡
県
で
は
県
下
の
各
郡
役
所
か
ら
町
村
合
併
促
進
の
訓
示
事
項
が
各
町
村
宛
に
出
さ

れ
た
。
郡
役
所
か
ら
の
町
村
合
併
原
案
に
よ
る
と
、
戸
数
一
一
一
一

O
O戸
以
上
、
地
価
二

O
万
円
以
上
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
基
準
は
明
治
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二
二
年
(
一
八
八
九
)
の
町
村
制
施
行
の
際
の
基
準
一

=
0
0
1五
O
O戸
に
比
べ
る
と
約
三
倍
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
財
政
負
担
の
増
加
に
伴
っ

て
直
ち
に
そ
れ
に
応
じ
た
だ
け
の
町
村
を
合
併
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
町
村
合
併
は
底
止
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
自
治
体
の
基
礎
は
動
揺
極

ま
り
な
い
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
実
は
滅
亡
し
て
単
に
行
政
上
の
一
一
穫
の
区
画
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
反
対
論
が
強
く
押
出
さ
れ
て
、
こ

の
時
の
町
村
合
併
は
解
消
し
た
。
行
政
区
画
の
変
遷
過
程
に
は
、
こ
う
し
た
行
政
区
画
の
骨
僚
が
実
像
と
共
に
存
在
し
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
四
)
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
の
府
県
藩
制
以
来
、
明
治
二
二
年
二
八
八
九
)
の
町
村
制
施
行
に
至
る
ま
で
の
地
方
行
政
区
画
に
つ
い
て
、
そ
の

規
模
の
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
を
結
ん
で
系
列
を
つ
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
図
式
に
な
る
。
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府県藩制の地方行政区画(1868年)

単一区 (1872)

大区・小区 (1872)
I I 

郡・町村

〔郡区町村編制法(1879)による〕

連合組合村

〔戸長役場所轄区域 (1884)J 

町ゐ
〔町村嗣IJ(1889)によるコ




